
 

 

 

西尾市教育委員会 

 

令和５年３月に定めた「小学校プール管理運営基本方針」に基づき、すべての

小学校と義務教育学校（前期課程）の水泳授業については、インストラクターを

配置した温水プールへの移行を目指します。 

◎ なぜ温水プール？ 

 ⇒老朽化した学校プールを新しく建て直すより、コスト面だけでなく、次のよ

うな多くのメリットがあり、教育的意義が高いためです。 

 

・天候や季節に左右されない安定した学習環境 

・専門インストラクターによる指導 

・命を守るための安全水泳指導の充実 

・授業中の安全管理・支援体制の充実    

・学校プール管理が不要となり教員の他職務従事が可能 等 

 

⇒これらの他、令和４年度モデル事業実施３校（矢田小・花ノ木小・横須賀小）

アンケートでは大多数から好評を得ました。児童・保護者の声を一部紹介� 

「授業が楽しい」「プールがきれい」「水が冷たくない」「プールサイドが熱くない」 

「日焼けや紫外線の心配がない」「個々の能力や個性に合わせて指導してもらえる」 

 

◎ いつから移行するの？ 

 ⇒学校プール建築後 50 年を経過した学校を優先し順次移行する計画です。 

★令和５年度は「西尾ドルフィンスイミングクラブ」と「ホワイトウェイブ 21」

の温水プールで水泳授業を実施しています。 

 

問合先 西尾市教育委員会事務局 学校教育課（市役所４階） 

電 話 ０５６３-５６-２１１１（代表） 内線４２０３ 

移行開始時期 

令和 5 年度 令和 6 年度～令和 10 年度 令和 11 年度～令和 15 年度 

矢田小 

花ノ木小 

横須賀小 

平坂小、寺津小、東幡豆小、八ツ面小 

幡豆小、一色南部小 

佐久島しおさい(前期課程) 

福地南部小、一色東部小、一色西部小 

一色中部小、荻原小、吉田小、米津小

福地北部小、室場小、白浜小、鶴城小

津平小、西尾小、西野町小、中畑小 

三和小 

 

詳しくはこちら 

【児童】 

【保護者】 


